　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成１８年度南予地域密着型ビジネス創出支援事業費補助金募集要項

１　事業の目的

　　中核企業の撤退や縮小が相次ぐ南予地域において、豊富な農林水産物や良質な自然資源など地域における「優れたもの」や、地域や家庭内に内在する課題やニーズなど、南予地域に潜在するシーズを掘り起こし、地域密着型のビジネスとして展開するための初期的経費を助成することにより、地域課題の解決を図るとともに、雇用機会の増大と南予地域の経済活性化を図ります。

２　補助対象者

南予地域において、法人を設立して補助対象事業を行おうとする個人若しくはグループ、又は補助対象事業を行おうとするＮＰＯ法人

　　※　南予地域…宇和島市、八幡浜市、大洲市、西予市、内子町、伊方町、松野町、鬼北町、愛南町の区域をいいます。
３　補助対象事業

（１）地域や家庭に内在する課題やニーズに対応するビジネス

（２）自然や農林水産物など地域資源を活用したビジネス
※　原則として（１）（２）の事業に新たに取り組むものを対象としますが、既存事業であっても事業の拡大・発展を期するものについては対象とします。

４　補助対象経費

　　補助金交付決定日から６ヶ月以内に発生する経費で、１８年度中に完成し支払いが完了する次の経費

（１）設備、機械、備品、構築物等の購入、製作、借用、改良又は修繕に要する経費

（２）土地及び建物の借用に要する経費（敷金、礼金を除く）

（３）法人登記等に要する経費

（４）知的財産の登録に要する経費

（５）雇用者への給与又は人材派遣を受ける場合に派遣元に支払われる経費（１人あたり月額

３０万円を限度とし、人件費総額は補助対象経費の２分の１以内）

（６）マーケティング等に要する経費

（７）技術指導、経営指導等の受け入れに要する経費

（８）その他必要と認められる経費

※　補助対象経費のうち、借用等に係る契約期間が当該補助期間を超える場合は、按分比例方式により当該補助期間分を補助対象とします。

５　補助率及び補助限度額

　　補助対象経費の１／２以内とし、１件あたり１００万円を限度とします。

６　補助件数

　　１０件程度（ただし、予算の範囲内とします。）

７　募集及び締切

　　　　募集開始　  ４月 ３日
　　　　第１回受付締切　　５月３１日

　　　　第２回受付締切　　７月３１日

　　　　第３回受付締切　　９月３０日

　　　　第４回受付締切　１１月３０日

　　※　郵送による場合は、当日消印有効です。

８　支援機関の事前指導

　　申請書類の作成にあたっては、事前に南予地域密着型ビジネス創出支援コーディネーターによる指導を受けることができます。

９　応募方法

（１）補助を希望される方は、応募申込書を上記の募集期間中に提出してください。応募申込書の様式は、県庁のホームページからダウンロードできます。

（２）その他、不明な点につきましては、下記連絡先までお問合わせください。

10　事業計画の採択方法

（１）審査の方法

　　　応募書類及び面接審査の結果をもとに決定します。

　　《面接審査の実施時期》

　　　応募締切り後、審査会を開催する予定です。審査時期については、応募書類受付後、別途お知らせします。

（２）審査基準

　　①事業の公益性

　　　　地域課題へ対処するなど公益性の高い事業であると認められること

　　②事業の継続性

　　　　補助期間終了後も継続して実施できる事業であると認められること

　　③事業の計画性

　　　　計画性を有しており現実的な事業であると認められること

　　④地域経済への貢献性

　　　　地域において雇用機会を創出するなど地域経済に貢献する事業であると認められること

　　⑤業務遂行能力

　　　　実施主体に事業を遂行する能力があると認められること

（３）留意事項

　　　・書類上の不備等がある場合は、補正を求めることがあります。

　　　・必要に応じて担当者による現地調査を行うことがあります。

11　その他

（１）応募された書類等の返却はいたしませんので、予めご了承ください。

（２）応募内容について、氏名、テーマ、概要など必要最小限度の範囲で公表することに同意したものとみなします。

（３）上記以外の応募内容の詳細については、秘密は厳守しますが、特別なノウハウや技術等については、応募者自身の責任において、特許申請や実用新案など法的措置を処置してください。

（４）面接審査への出席等を含め、応募にかかる費用については、応募者自身の負担とさせていただきます。

12　問い合わせ先（応募受付及び詳しい事業案内等）

　　　愛媛県経済労働部産業支援局　産業創出課

　　　　〒 790-8570　松山市一番町4-4-2

　　　　℡ 089-912-2472（新事業支援係）　FAX 089-921-9626

　　　　様式のダウンロード〈http://www.pref.ehime.jp/〉

　　　〔県庁のホームページ⇒組織別検索⇒産業創出課⇒「産業創出課からのお知らせ」に掲載〕

　　　南予地域密着型ビジネス創出支援コーディネーター

　　　　愛媛県宇和島地方局商工労政課内

　　　　〒 798-8511　宇和島市天神町７番１号

　　　　℡ 0895-22-2512（FAX兼用）

